
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 合計

２６日 ２６日 ２７日 ２６日 ２８日 ２６日 ２６日

児童費 2,500 2,500 2,000 0 0 0 0 7,000

ＰＴＡ 0 0 0 5,500 0 0 0 5,500

計 2,500 2,500 2,000 5,500 0 0 0 12,500

児童費 2,000 2,000 1,700 0 0 0 5,700

ＰＴＡ 0 0 0 5,500 0 0 0 5,500

計 2,000 2,000 1,700 5,500 0 0 0 11,200

児童費 2,500 2,400 2,400 0 0 0 0 7,300

ＰＴＡ 0 0 0 5,500 0 0 0 5,500

計 2,500 2,400 2,400 5,500 0 0 0 12,800

児童費 2,700 2,700 2,600 0 0 0 0 8,000

積立金 0 0 0 0 6,000 6,000 5,500 17,500

ＰＴＡ 0 0 0 5,500 0 0 0 5,500

計 2,700 2,700 2,600 5,500 6,000 6,000 5,500 31,000

児童費 3,200 3,200 3,100 0 0 0 0 9,500

積立金 0 0 0 0 7,000 6,500 6,500 20,000

ＰＴＡ 0 0 0 5,500 0 0 0 5,500

計 3,200 3,200 3,100 5,500 7,000 6,500 6,500 35,000

児童費 4,500 4,500 4,500 0 4,300 4,000 0 21,800

積立金 0 0 0 0 0 0 0 0

ＰＴＡ 0 0 0 5,500 0 0 0 5,500

計 4,500 4,500 4,500 5,500 4,300 4,000 0 27,300

保護者様 令和2年5月19日

大阪市立南津守小学校長　　松本　秀巳

同　　　　　　　　　　　ＰＴＡ会長

学校徴収金納入のお願いについて

　平素は本校の教育活動にご協力いただきありがとうございます。1～５年生の保護者の皆様に先日配布いたしまし

た「学校徴収金納入のお願い」及び「児童費会計予算書」の児童費について、誤りがありましたので訂正版を配布さ

せていただきます。色付箇所を訂正していますのでご確認ください。

　６年生の保護者の皆様には、この訂正版をもってお知らせさせていただきます。

銀行振替日

一
年

　※ＰＴＡ会費は一番下のお子様より８月に年間分を徴収させていただく予定です。

　※口座振替取扱手数料は（１人１回当たり６８円）かかります。合わせてご入金ください。

二
年

三
年

四
年

五
年

六
年

　※教育扶助受給者は児童費の図書教材費分を減額します。詳細は個別にお知らせします。


